
受託研究取扱規程別表第１０ 

使用成績調査、特定使用成績調査、副作用・感染症報告に係る経費算出基準 
 

① 審査費用 
１課題 6,000円 

年度毎に算定する。 

② 旅費 
当該調査の遂行にのみ必要な旅費 

算出基準：旅費規程による。 

 

③ 

 
報告書
作成経費 

報告書作成経費の積算は、１症例１報告書当たりの単価に症例数を乗じたものとする。 

算出基準：１症例１報告書当たり単価×報告書数 

 
１症例１報告書当たり単価 
使用成績調査：1報告 20,000円 

全例調査もしくは過大な調査と判断した場合 1報告 30,000円 
特定使用成績調査：1報告 30,000円 

全例調査もしくは過大な調査と判断した場合1報告 40,000円 
副作用、感染症報告：20,000円 

④ 同意取得

経費 

調査目的外（論文・学会等での公表等）での同意取得に伴う経費 
算出基準：１症例当たり単価×症例数 
１症例 20,000円 

⑤ 委託料 

当該受託研究に関連する調査票の記載補助委託、関係書類の保管会社への保存委
託等に要する経費等 

特定使用成績調査：1報告  10,000円 

⑥ 
検査・
画像診
断料 

当該調査に必要な追加の検査・画像診断料 

算出基準：保険点数×１０円 

⑦ 
事務費 

当該調査に必要な光熱水料、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、受託審査委員会
等の事務処理に必要な経費、受託研究の進行の管理等に必要な経費。 
算出基準：上記経費①〜⑤の10％ 

⑧ 
管理費 

技術料、機械損料、建物使用料、その他 
算出基準：上記経費①〜⑤の30％ 

 


